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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年６月２５日 ０５時０４分ごろ 

発生場所 広島県福山港福山フェリー埠頭１号岸壁 

ＪＦＥスチール福山港新涯
しんがい

導灯（後灯）から真方位１２１°１５０

ｍ付近 

（概位 北緯３４°２７.５′ 東経１３３°２４.５′） 

事故の概要 貨物船第三美和
み わ

丸は、岸壁に係留中、また、引船第五大
だい

千
せん

丸は、は

しけ大
だい

８８をえい
．．

航して北西進中、第五大千丸が第三美和丸に衝突し

た後、はしけ大８８が第五大千丸に衝突した。 

第三美和丸は、右舷側部外板に凹損等を生じ、また、第五大千丸

は、船尾部外板に凹損を生じた。 

事故調査の経過 令和４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三美和丸、２８６トン 

１４２９１８、株式会社野上海運（Ａ社） 

６２.０８ｍ×９.８０ｍ×６.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２９年１月 

Ｂ 引船 第五大千丸、１９トン 

２７３－９５８４香川、有限会社大野海運（Ｂ社） 

１５.００ｍ（Lr）×４.７８ｍ×１.９４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、５２９.５６kＷ、平成９年１１月 

Ｃ はしけ 大８８、総トン数不詳 

   なし、Ｂ社 

４０.００ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

機関なし、平成１９年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６３歳 

   五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年３月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和２年４月６日 

    免状有効期間満了日 令和７年５月１０日 

Ｂ 船長Ｂ ８２歳 
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   一級小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成２０年１月１８日 

    免 許 証 交 付 日 平成２９年４月１７日 

（令和５年１月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷側部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に凹損 

Ｃ なし 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船で、令和４年６月２４日

２２時１０分ごろ、福山港に入港し、福山フェリー埠頭１号岸壁に船

首を北北西方に向けて係留した。 

船長Ａは、自室で休息していたところ、翌２５日０５時０４分ごろ

衝撃を感じたので昇橋し、Ｂ船がＡ船に衝突したことを知った。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、損傷状況の調

査を行ったところ、右舷側部外板に凹損及び擦過傷を確認し、Ａ社に

連絡をした。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ｂ船の船尾から伸ばした長さ約

６０ｍのえい
．．

航索を作業員１人を乗せたＣ船に繋いで引船列（以下

「Ｂ船引船列」という。）を構成し、２５日００時３０分ごろ、福山

港に向けて香川県坂出市坂出港を出港した。 

 Ｂ船引船列は、福山港分岐第１号灯浮標（以下、灯浮標の名称につ

いては、「福山港分岐第」を省略する。）付近で針路を３号灯浮標と４

号灯浮標の間に向け、自動操舵により約３ノットの対地速力で北西進

した。 

 船長Ｂは、２号灯浮標付近で、周囲に航行に支障となる船舶を見掛

けず、また、Ｂ船引船列の速力が遅く４号灯浮標付近の変針予定場所

まで時間があると思い、船橋内後部に設置された下部に物入れ等があ

る台の上に横になった。 

 船長Ｂは、眠気を感じていなかったので、居眠りすることはないと

思い、台の上に横になった状態で当直を続けていたところ、しばらく

して居眠りに陥った。 

 Ｂ船引船列は、船長Ｂが、居眠りに陥り、変針予定場所を通過し、

係留中のＡ船に向かう針路で航行を続け、Ｂ船の船首がＡ船の右舷側

部に衝突したのち、Ｃ船がＢ船の船尾部に衝突した。 

 船長Ｂは、衝撃を感じて周囲を確認したところ、衝突に気付いてＢ

船の損傷状況を確認した後、Ｂ社に連絡をした。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本事故時の船長の姿勢 参

照） 
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 その他の事項  Ａ船は、係留中であったので、停泊当直者を配置していなかった。 

 Ｂ船は、タイマーで設定した時間に達すると警報が鳴り居眠りを防

止する装置（以下「本件装置」という。）を備えており、設定時間を

１５分間に設定していたが、船長Ｂは、福山港内に入り、もう居眠り

することはないと思い、本件装置の電源を切っていた。 

 船長Ｂは、本件装置の電源を入れていれば、警報が鳴って本事故の

発生を防止できたと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、ふだん、眠気を感じたときは、船橋内を動き回ったり外

気に当たったりしていたが、眠気を感じていなかったので、まさか居

眠りすることはあるまいと思い、居眠り防止策をとらなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、福山港内で係留中、Ｂ船がＡ船に衝突したものと推定され

る。 

 Ｂ船引船列は、福山港内を自動操舵で北西進中、単独で船橋当直中

の船長Ｂが居眠りに陥り、変針予定場所を通過し、係留中のＡ船に向

かう針路で航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと推定され

る。 

 船長Ｂは、周囲に航行に支障となる船舶を見掛けず、変針予定場所

まで時間があり、また、眠気を感じておらず、居眠りすることはない

と思い、船橋内後部の台の上に横になった状態で当直を続けていたこ

とから、覚醒水準が低下して居眠りに陥ったものと推定される。 

 船長Ｂは、居眠りすることはないと思い､本件装置の電源を切って

いたが、電源を入れていれば警報が鳴って、本事故の発生を防止する

ことができたものと推定される。 

原因 本事故は、福山港内において、Ａ船が係留中、Ｂ船が自動操舵で北

西進中、単独で船橋当直中の船長Ｂが居眠りに陥り、変針予定場所を

通過し、係留中のＡ船に向かう針路で航行を続けたため、Ｂ船がＡ船

に衝突したものと推定される。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中、横になることなく、立った姿勢で適切な

見張り及び操船を行うこと。 

・船橋当直者は、警報により居眠りを防止する装置を船舶が備えて

いる場合、航行中は同装置を常時作動させておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

Ｂ船（船長Ｂ） 

 ① ３号ブイと４号ブイの間に自動操舵で針路を定めた。 

 ② 船橋内後部の台の上に横になった。 

 ③ この付近で居眠りに陥った。 

 ④ 変針予定場所 

岡山県 

事故発生場所 

（令和４年６月２５日 

０５時０４分ごろ発生） 

 

岡山県 

笠岡市 広島県 

福山市 

広島県 
福山市 

① 

② 

③ 

④ 

ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（後灯） 

Ｂ船 

Ａ船 

（係留中） 

Ｃ船 

４号灯浮標 

１号灯浮標 

２号灯浮標 

３号灯浮標 
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写真１ 本事故時の船長の姿勢 

    

本件装置 


